
令和７年３月24日 

 

事業者のみなさまへ 

 

大阪広域環境施設組合 

 

標準契約書等の改正及び本組合契約の取扱いについて 

 

標題について、大阪広域環境施設組合契約規則の改正（令和７年２月７日公布、令和７年４月１日施行）

及び建設業法の改正（令和６年 12月13日施行）に伴い、標準契約書及び関連する特約条項を次のとおり

改正しますので、周知いたします。また、改正前の標準契約書によって締結した契約の取扱いについても

併せて周知いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 改正する標準契約書等 

  別紙１ 改正する標準契約書等一覧のとおり 

 

２ 改正内容・理由 

（１） 契約者又はその代理人の検査立会義務について、例外規定を設ける条項の追加 

大阪広域環境施設組合契約規則第44条（契約者又はその代理人の検査立会義務）におい

て請負又は買入れその他の契約についての給付の完了の確認のための必要な検査の実施に

あたって、契約者又はその代理人は例外なく立ち会わなければならないと規定されていま

したが、近年、ソフトウェアのライセンスにかかる契約などのように、立会を想定してい

ない契約形態が出てきている実態を勘案し、検査職員がその必要がないと認めるときは、

立会を原則としつつも例外的に立会を不要とする改正を行いました。 

今般、大阪広域環境施設組合契約規則の改正の趣旨に則り、標準契約書等の改正を行う

ものです。 

（２）建設業法の改正に伴い、条文の整理を行うもの 

建設業法第 26条（主任技術者及び監理技術者の設置等）において、監理技術者等の専任義

務を緩和する改正に伴い、標準契約書（工事請負契約書）について所要の改正を行うもので

す。 

〔詳細な改正内容は、別紙２のとおり〕 

 

３ 本組合契約の取扱いについて 

（１）既に改正前の契約書で締結している契約 

・本改正に伴う契約変更等の手続きは不要とします。 

（２）令和７年４月１日以降に発注する契約 

・令和７年４月１日以降に発注する契約については、順次改正後の契約書を使用することと 

します。 



 

４ 担当 

大阪広域環境施設組合総務部経理課（契約担当） 

電話 ０６－６６３０－３３３４ 



別紙１ 
 
 

改正する標準契約書等一覧 
 

 

No 標準契約書等の名称 

１ 工事請負契約書 

２ 物品買入契約書 

３ 物品買入契約書（石油製品の単価契約） 

４ 物品買入契約書（単価契約） 

５ 印刷請負契約書 

６ 修繕請負契約書 

７ 物品長期借入契約書（単価契約） 

８ 業務委託契約書（成果物型） 

９ 部分払に関する特約条項（業務委託契約書（成果物型）) 

10 業務委託契約書（経常型） 

11 業務委託契約書（長期継続契約用） 

12 業務委託契約書（システム開発・改修用） 

13 部分払に関する特約条項（業務委託契約書（システム開発・改修用）） 

14 業務委託契約書（システム運用・保守用） 

15 業務委託契約書（システム運用・保守用）（長期継続契約用） 

16 土木設計等業務委託契約書 

17 部分払に関する特約条項（土木設計等業務委託契約書） 

18 測量等業務委託契約書 

19 部分払に関する特約条項（測量等業務委託契約書） 

20 建築設計業務委託契約書 

21 部分払に関する特約条項（建築設計業務委託契約書） 

22 建築工事監理業務委託契約書 

 



別紙２  
 

 

 

 

工事請負契約書の一部を次のように改正する。 
 

次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を削り、改正前欄 

に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分

のように改める。 

改正後 改正前 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第11条 [略] 

[２～５ 略] 

[削る] 

 

 

 

 

 

（検査及び引渡し） 

第32条 [略] 

２ 発注者が検査を行う者として定めた職員

（以下「検査職員」という。）は、前項の

規定による通知を受けたときは、通知を受

けた日から14日以内に受注者の立会いの

上、設計図書に定めるところにより、工事

の完成を確認するための検査を完了し、当

該検査の結果を受注者に通知しなければな

らない。この場合において、検査職員は、

必要があると認められるときは、その理由

を受注者に通知して、工事目的物を最小限

度破壊して検査することができる。ただ 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第11条 [同左] 

[２～５ 同左] 

６ 建設業法第26条第３項本文の規定により

専任の者でなければならない監理技術者及

び同条第４項に定める特例監理技術者は、

監理技術者資格者証を有し、かつ、監理技

術者講習を修了した者でなければならな

い。 

（検査及び引渡し） 

第32条 [同左] 

２ 発注者が検査を行う者として定めた職員

（以下「検査職員」という。）は、前項の

規定による通知を受けたときは、通知を受

けた日から14日以内に受注者の立会いの

上、設計図書に定めるところにより、工事

の完成を確認するための検査を完了し、当

該検査の結果を受注者に通知しなければな

らない。この場合において、検査職員は、

必要があると認められるときは、その理由

を受注者に通知して、工事目的物を最小限

度破壊して検査することができる。 



別紙２  
 

 

し、受注者の立会いについて、検査職員が

その必要がないと認めるときは、この限り

でない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除き、

同項本文の検査に立ち会わなかったとき

は、検査の結果について異議を申し立てる

ことができない。 

[４～７ 略] 

（部 分 払） 

第39条 [略] 

[２ 略] 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請

求を受けた日から14日以内に、受注者の立

会いの上、設計図書に定めるところによ

り、同項の確認をするための検査を行い当

該確認の結果を受注者に通知しなければな

らない。この場合において、発注者は、必

要があると認められるときは、その理由を

受注者に通知して、出来形部分を最小限度

破壊して検査することができる。ただし、

受注者の立会いについて、検査職員がその

必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

[４～８ 略] 

 

 

 

 

３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなかっ

たときは、検査の結果について異議を申し立

てることができない。 

 

[４～７ 同左] 

（部 分 払） 

第39条 [同左] 

[２ 同左] 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請

求を受けた日から14日以内に、受注者の立

会いの上、設計図書に定めるところによ

り、同項の確認をするための検査を行い当

該確認の結果を受注者に通知しなければな

らない。この場合において、発注者は、必

要があると認められるときは、その理由を

受注者に通知して、出来形部分を最小限度

破壊して検査することができる。 

 

 

 

[４～８ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
 

物品買入契約書の一部を次のように改正する。 
 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検 査） 

 

第８条 受注者は、物品を納入場所に納入

したときは、発注者又は発注者が検査を

行う者として定めた職 員（以下「検査職

員」という。）に通知し、検査を受けなけ

ればならない。 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から 
 

10 日以内に、受注者の立会いの上、検査

を行うものとする。ただし、受注者の立

会いについて、検査職員がその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

[３ 略] 
 

４ 受注者は、第２項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった 

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[５ 略] 

 

 

 

 

 

（ 検  査 ） 

 

第８条 受注者は、物品を納入場所に納入

したときは、発注者又は発注者の指定す

る職員に通知し、検査を受けなければな

らない。 

 

 
２  発注者は、前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いを求めて検 

査を行うものとする。 

 

 

 

 
[３  同左] 

 

４ 受注者は、第２項の検査に立ち会わな

かったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[５ 同左] 

 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
物品買入契約書（石油製品の単価契約）の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検 査） 

 

第 10 条 受注者は、物品を納入場所に納

入したときは、発注者又は発注者が検査

を行う者として定めた職員（以下「検査

職員」という。）に通知し、その内容及び

数量について、検査を受けなければなら

ない。 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から 
 

10 日以内に、受注者の立会いの上、検査

を行うものとする。ただし、受注者の立

会いについて、検査職員がその必要がな 

いと認めるときは、この限りでない。 

[３～５ 略] 
 

６ 受注者は、第２項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[７ 略] 

 

（ 検  査 ） 

 

第 10 条 受注者は、物品を納入場所に納

入したときは、発注者又は発注者の指定

する職員に通知し、その内容及び数量に 

ついて、検査を受けなければならない。 

 

 

 

 
２  発注者は、前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いを求めて検

査を行うものとする。 

 

 

 

 
[３～５  同左] 

 

６ 受注者は、第２項の検査に立ち会わな

かったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[７ 同左] 

 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
物品買入契約書（単価契約）の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検 査） 

 

第９条 受注者は、物品を納入場所に納入

したときは、発注者又は発注者が検査を

行う者として定めた職員（以下「検査職

員」という。）に通知し、その内容及び数

量について、検査を受けなければならな

い。 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から 
 

10 日以内に、受注者の立会いの上、検査 

をを行うものとする。ただし、受注者の立

会いについて、検査職員がその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

[３ 略] 
 

４ 受注者は、第２項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった 

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[５ 略] 

 

（ 検  査 ） 

 

第９条 受注者は、物品を納入場所に納入

したときは、発注者又は発注者の指定す    

る職員に通知し、その内容及び数量につ 

いて、検査を受けなければならない。 

 

 

 

 
２  発注者は、前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いを求めて検査

を行うものとする。 

 

 

 

 
[３  同左] 

 

４ 受注者は、第２項の検査に立ち会わな

かったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[５ 同左] 

 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
印刷請負契約書の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検 査） 

第 26 条  [略] 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いの上、検査

を行うものとする。ただし、受注者の立    

会いについて、検査職員がその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

[３ 略] 
 

４ 受注者は、第２項ただし書の場合を除

き、、同項本文の検査に立ち会わなかった 

ときは、検査の結果について異議を申し 

立てることができない。 

[５ 略] 

 

（検 査） 

 

第 26 条 [同左] 

 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いを求めて検

査を行うものとする。 

 

 

 

 
[３ 同左] 

 

４ 受注者は、第２項の検査に立ち会わな

かったときは、検査の結果について異議

を申し立てることができない。 

 

[５ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
修繕請負契約書の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検 査） 

第 23 条  [略] 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いの上、検査

を行うものとする。ただし、受注者の立

会いについて、検査職員がその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

３  受注者は、前項ただし書の場合を除き、

同項本文の検査に立ち会わなかったとき  

は、検査の結果について異議を申し立て 

ることができない。 

[４ 略] 

 

（検 査） 

 

第 23 条 [同左] 

 

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いを求めて

検査を行うものとする。 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４ 同左] 

 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。  

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
物品長期借入契約書（単価契約）の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（賃貸借料金の支払い） 

第 17 条 [略] 

[２ 略] 
 

３ 発注者は前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いの上、検査

を行うものとする。ただし、受注者の立

会いについて、検査職員がその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

４ 受注者が、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[５～８ 略] 

 

（賃貸借料金の支払い） 

第 17 条 [同左] 

[２ 同左] 
 

３ 発注者は前項の通知を受けた日から 

 

10 日以内に、受注者の立会いを求めて検

査を行うものとする。 

 

 

 

 
４ 受注者が、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[５～８ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
業務委託契約書（成果物型）の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、、受注者の立会いについて、検査職員 

がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった 

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４～６ 同左] 

 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
部分払に関する特約条項（業務委託契約書（成果物型））の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に 

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 
 

改正後 改正前 

（部分払） 

第１条 [略] 

[２ 略] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。ただし、受注者の

立会いについて、検査職員がその必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

[４～７ 略] 

 

（部分払） 

 

第１条 [同左] 

 

[２ 同左] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。 

 

 

[４～７ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
業務委託契約書（経常型）の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、受注者の立会いについて、検査職員         

がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

（部分払）  

第 39 条 [略] 

[２ 略] 
 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

 

[４～６ 同左] 

 

（部分払） 
 

第 39 条 [同左] 
 

[２ 同左] 
 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 

 



別紙２  
 

 

 

 
 

請求を受けた日から 10 日以内に、受注 請求を受けた日から 10 日以内に、受注 

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ 者の立会いの上、設計図書に定めるとこ 

ろにより、前項の確認をするための検査 ろにより、前項の確認をするための検査 

を行い、当該確認の結果を受注者に通知 を行い、当該確認の結果を受注者に通知 

しなければならない。ただし、受注者の しなければならない。 

立会いについて、検査職員がその必要が  

ないと認めるときは、この限りでない。 

 

[４～７ 略] 

 

 

 

[４～７ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
 

業務委託契約書（長期継続契約用）の一部を次のように改正する。 
 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、受注者の立会いについて、検査職員 

がその必要がないと認めるときは、この 

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

（部分払）  

第 39 条 [略] 

[２ 略] 
 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

 

[４～６ 同左] 

（部分払） 
 

第 39 条 [同左] 
 

[２ 同左] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 

 



別紙２  
 

 

 

 
 

請求を受けた日から 10 日以内に、受注 請求を受けた日から 10 日以内に、受注 

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ 者の立会いの上、設計図書に定めるとこ 

ろにより、前項の確認をするための検査 ろにより、前項の確認をするための検査 

を行い、当該確認の結果を受注者に通知 を行い、当該確認の結果を受注者に通知 

しなければならない。ただし、受注者の しなければならない。 

立会いについて、検査職員がその必要が  

ないと認めるときは、この限りでない。 

 

[４～７ 略] 

 

 

 

[４～７ 同左] 

 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
 

業務委託契約書（システム開発・改修用）の一部を次のように改正する。 
 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、受注者の立会いについて、検査職員 

がその必要がないと認めるときは、この 

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４～６ 同左] 

 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
部分払に関する特約条項（業務委託契約書（システム開発・改修用））の一部を次のよう

に改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（部分払） 

第１条 [略] 

[２ 略] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。ただし、受注者の

立会いについて、検査職員がその必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

[４～７ 略] 

 

（部分払） 

 

第１条 [同左] 

 

[２ 同左] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。 

 

 

[４～７ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
業務委託契約書（システム運用・保守用）の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、受注者の立会いについて、検査職員

がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかったと

きは、検査の結果について異議を申し立て

ることができない。 

[４～６ 略] 

（部分払）  

第 39 条 [略] 

[２ 略 ] 

 

３  発注者は、前項の場合において、当該 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

 

[４～６ 同左] 

（部分払） 

 

第 39 条 [同左] 
 

[２ 同左] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 

 



別紙２  
 

 

 

 
 

請求を受けた日から 10 日以内に、受注 請求を受けた日から 10 日以内に、受注 

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ 者の立会いの上、設計図書に定めるとこ 

ろにより、前項の確認をするための検査 ろにより、前項の確認をするための検査 

を行い、当該確認の結果を受注者に通知 を行い、当該確認の結果を受注者に通知 

しなければならない。ただし、受注者の しなければならない。 

立会いについて、検査職員がその必要が  

ないと認めるときは、この限りでない。 

 

[４～７ 略] 

 

 

 

[４～７ 同左] 

 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
 

業務委託契約書（システム運用・保守用）（長期継続契約用）の一部を次のように改正す

る。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、受注者の立会いについて、検査職員

がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかったと

きは、検査の結果について異議を申し立て

ることができない。 

[４～６略] 

 

（部分払）  

第 39 条 [略] 

[２ 略] 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４～６ 同左] 

 
（部分払） 

 

第 39 条 [同左] 

 

[２ 同左] 

 



別紙２  
 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 ３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。 

 

 

[４～７ 同左] 

 

請求を受けた日から 10 日以内に、受注 

者の立会いの上、設計図書に定めるとこ 

ろにより、前項の確認をするための検査 

を行い、当該確認の結果を受注者に通知 

しなければならない。ただし、受注者の 

立会いについて、検査職員がその必要が 

ないと認めるときは、この限りでない。 

 

[４～７ 略] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
 

土木設計等業務委託契約書の一部を次のように改正する。 
 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、受注者の立会いについて、検査職員

がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、、同項本文の検査に立ち会わなかった 

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４～６ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
部分払に関する特約条項（土木設計等業務委託契約書）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に 

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 
 

改正後 改正前 

（部分払） 

第１条 [略] 

[２ 略] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書の定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。ただし、受注者の

立会いについて、検査職員がその必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

[４～７ 略] 

 

（部分払） 

 

第１条 [同左] 

 

[２ 同左] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書の定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。 

 

 

[４～７ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
測量等業務委託契約書の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。ただ

し、、受注者の立会いについて、検査職員 

がその必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

 

（検査及び引渡し） 

第 36 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了し、当該検査の結果を

受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４～６ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
部分払に関する特約条項（測量等業務委託契約書）の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（部分払） 

第１条 [略] 

[２ 略] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書の定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者に通知

しなければならない。ただし、受注者の

立会いについて、検査職員がその必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

[４～７ 略] 

 

（部分払） 

 

第１条 [同左] 

 

[２ 同左] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書の定めるとこ

ろにより、前項の確認をするための検査

を行い、当該確認の結果を受注者通知し

なければならない。 

 

 

[４～７ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
建築設計業務委託契約書の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 35 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計仕様書に定

めるところにより、業務の完了を確認す

るための検査を完了し、当該検査の結果

を受注者に通知しなければならない。た

だし、受注者の立会いについて、検査職

員がその必要がないと認めるときは、こ

の限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

 

（検査及び引渡し） 

第 35 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、設計仕様書に定

めるところにより、業務の完了を確認す

るための検査を完了し、当該検査の結果

を受注者に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４～６ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 



別紙２  
 

 

 

 
部分払に関する特約条項（建築設計業務委託契約書）の一部を次のように改正する。  

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に 

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 
 

改正後 改正前 

（部分払） 

第１条 [略] 

[２ 略] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計仕様書の定めると

ころにより、前項の確認をするための検

査を行い、当該確認の結果を受注者に通

知しなければならない。ただし、受注者

の立会いについて、検査職員がその必要 

がないと認めるときは、この限りでな

い。 

[４～７ 略] 

 

（部分払） 

 

第１条 [同左] 

 

[２ 同左] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該

請求を受けた日から 10 日以内に、受注

者の立会いの上、設計仕様書の定めると

ころにより、前項の確認をするための検

査を行い、当該確認の結果を受注者に通

知しなければならない。 

 

 

 

[４～７ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 



別紙２  
 

 

 

 
建築工事監理業務委託契約書の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（検査及び引渡し） 

第 35 条 [略] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、工事監理仕様書

に定めるところにより、業務の完了を確

認するための検査を完了し、当該検査の

結果を受注者に通知しなければならな

い。ただし、受注者の立会いについて、

検査職員がその必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

３ 受注者は、前項ただし書の場合を除

き、同項本文の検査に立ち会わなかった

ときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

[４～６ 略] 

 

（部分払）  

第 37 条 [略] 

[２ 略] 

 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 

（検査及び引渡し） 

第 35 条 [同左] 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者と

して定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知を受けた日から 10 日以内

に受注者の立会いの上、工事監理仕様書

に定めるところにより、業務の完了を確

認するための検査を完了し、当該検査の

結果を受注者に通知しなければならな

い。 

 

 

 

 
３ 受注者は、前項の検査に立ち会わなか

ったときは、検査の結果について異議を

申し立てることができない。 

 

[４～６ 同左] 

 
（部分払） 

 

第 37 条 [同左] 
 

[２ 同左] 
 

３ 発注者は、前項の場合において、当該 

 



別紙２  
 

 

 

 
 

請求を受けた日から 10 日以内に、受注 請求を受けた日から 10 日以内に、受注 

者の立会いの上、工事監理仕様書に定め 者の立会いの上、工事監理仕様書に定め 

るところにより、前項の確認をするため るところにより、前項の確認をするため 

の検査を行い、当該確認の結果を受注者 の検査を行い、当該確認の結果を受注者 

に通知しなければならない。ただし、受 に通知しなければならない。 

注者の立会いについて、検査職員がその  

必要がないと認めるときは、この限りで  

ない。 

 

[４～７ 略] 

 

 

 

[４～７ 同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この標準契約書の改正は、令和７年４月１日から実施する。 
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